
退
職
共
済
事
業
に
つ
い
て

共済会に加入できる事業主
①社会福祉施設を経営する社会福祉
法人
②福祉を目的とする事業を経営する者
で、理事長が入会を承認した者
●福祉団体　　　　　　　　　　　
（一般財団法人、一般社団法人）
●保育所を経営する宗教法人、個人、
NPO法人
●シルバー人材センター（公益社団法
人）、更生保護法人

退職共済事業について
　会員となって、1年以上在会し、会員
期間が20年未満で退会した時に、退
職一時金を給付します。20年以上で
退会した場合は、年金と退職一時金の
どちらを選択できます。
　在籍が1年未満の方には、
退職一時金は支給されませ
ん。また、掛金も返還されま
せん。会員期間によって退職
一時金より掛金の方が多い
場合があります。

共済会に加入できる会員
　事業主が経営する事業所の業務に
常時従事することを要する職員で、
次の各号のいずれかに該当するもの
とする。
①雇用期間に定めのない職員　　　
（いわゆる正規職員）
②①にあてはまらない正
規以外の職員で、労働
時間が就業規則で定め
る正規職員の所定労働
時間の3分の2以上の
職員（非常勤職員、嘱
託、パートの名称で呼
ばれるものや技能実習
生等を含みます。）

退職共済事業

●給付年数は、5年間、10年間、15年間と選択できます。
●年金給付時期は、毎年6月・9月・12月・3月に、それぞれその前月分まで
を支給します。
●年金は、雑所得扱いとなります。
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［計］
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1000以上 （円） 未満

会員期間 自己都合以外退職

退　会　理　由

自己都合退職 職務起因退職
［死亡・事業主解散］［死亡・傷病］

※毎年 4月の給与月額（本俸＋特殊業務手当）により標準給与月額を決定し、月額掛金を
　決定します。
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表 2 退職給付金乗率表表 1 標準給与等級・掛金月額表

表 3 年金現価率表
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退 会 理 由
第１号退会
・普通退職 下記以外の退職理由（結婚、定年、転職
等を含みます。）

第２号退会
・死亡
・事業主の解散（事業所が廃止されても事業主が
存続する場合は含みません。）

第３号退会
・業務上の疾病（職務起因の傷病退職）
・業務上の死亡（職務起因の死亡退職）

・脱会
・懲戒免職（懲戒免職及び懲戒解雇または、禁固
以上の刑に処せられたとき、退職給付金を給付
しません。）

計 算 例
退会理由 ： 普通退職Aさん  

退 職 一 時 金
退職一時金の計算式

平均標準給与月額 × 乗率 ＝ 退職一時金
（退会時過去 1 年間の平均）

一 時 金 額
150,000 × 51.25 ＝ 7,687,500 円

※標準給与等級の上限は150,000円（18等級）です。標準給与は、掛金を
納入いただく場合の基礎となり、退職金計算の基礎となります。

昭和 60年 4月1日

令和 5年 3月31日

38年

　　　　 150,000 円

　　　　 51.25  

／

／

／

／

／

入 会 年 月 日

退 会 年 月 日

会 員 期 間

標準給与月額

乗 率

計 算 例
退会理由 ： 普通退職Bさん  

退 職 年 金
退職年金の計算式

平均標準給与月額 × 乗率 
（退会時過去 1 年間の平均）

退職年金月額

＝ 138,337 円

昭和 60年 4月1日
令和 5年 3月31日
38年
　　　　 150,000 円
　　　　 51.25
5 年
　　　　 55.57094  

／
／
／
／
／
／
／

表1参照
表2参照

表1参照

表2参照 表3参照

入 会 年 月 日
退 会 年 月 日
会 員 期 間
標準給与月額
乗 率
給 付 年 数
年 金 現 価 率

年金現価率
＝ 退職年金月額

150,000×51.25
55.57094

計 算 式 計 算 式

請求権の時効
退職給付金の給付を受ける権利につい

ては、会員が退会した日から5年を経過し
たとき、消滅します。

｝※労災認定が　必要です。
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一般財団法人
愛知県民間社会福祉事業職員共済会

各事業の手続きは、事業所を通じて行ってください。

一般財団法人
愛知県民間社会福祉事業職員共済会

お問い合わせ先

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-50　愛知県社会福祉会館3階
TEL.052-212-5511 ／ FAX.052-212-5510

月の途中での入退会の場合、掛金は日割り計算となるのですか。
日割り計算はできません。なお、在籍日数が10日未満の場合は当

月の掛金は必要ありませんが、10日以上の場合は、当月の掛金が必
要となります。また、実際の出勤日数ではなく、在籍日数を基準にして
ください。

退職給付金はいつ頃支給されますか。
書類の締め切りが、毎月末となっていますので、共済会で書類を

受け付けた月の翌月末に支給されます。
なお、書類不備などの理由で遅れることがあります。

月末に職員が退職し、翌月1日に職員採用する予定です。
事前に書類を提出してもよいですか？
全ての予定者の書類は、発生日以降に届け出てください。　　　

発生日以前の書類は、全て受付けできません。

休職期間中に退職することになりました。休職・停職届けに記載した
終了予定年月日に至る前の場合、どのような届け出が必要ですか。
退会届と退職給付金請求書（対象者のみ）を提出してください。

休職・停職解除届は必要ありません。
なお、退職給付金は掛金が発生していた月までの期間で計算します
が、退職給付金請求書の「最終掛金年月日」の日付は、「退会年月日」
にあわせて記入してください。

退職することになりましたが、再就職先が決まっています。
一旦退会して、再就職先で入会すればいいですか。
退職後2か月以内で共済会加入の事業所に再就職した場合は、会

員期間を継続することができます。再就職先が共済会に加入してい
るかどうか不明な場合は、再就職先事業所にご確認ください。

入会および退会に関すること

届出書類に関すること

http://aichifukushikyousaikai.jp/

（令和5年3月発行）

会員が、指定旅行代理店もしくは、指定施設を
利用した場合に、その費用の一部を助成します。
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助成額 1,000円

助成対象人数 3,000人以内

旅行編 ソウェルクラブのしくみ松下社会福祉事業
福利厚生基金について

地方事務局の取り組み22
松下電器産業株式会社 取締役相談役 松下幸之助
氏が、昭和48年に会社創業55周年を記念して、
全国都道府県に寄付がありました。
この補助金を基金として積立て、昭和49年から、
民間社会福祉施設等に勤める職員の保養事業への
助成をするなど福利厚生に役立つ事業を行って
きました。

実施期間中１人１回
（４月１２日から翌年２月末まで）

リフレッシュサポート事業

●年間途中であっても、対象人数を超
えた場合は助成を打ち切りますの
で、ご承知ください。

●旅行編、映画編については、それぞ
れで一人あたり、一回限りとします。

映画編11
助成額 映画観賞券の額を

上限とします

助成対象人数 3,000人以内
※年４回各７５０人募集し、
　人数を越えた場合は抽選となります。

※予算の範囲内で助成いたします。

※予算の範囲内で助成いたします。

（実施期間中１人１回限り）

ソウェルクラブ“クラブオフ”に登録すると
さらに充実したサービスを利用できます。

会員交流事業
充実した余暇活動をサポートするために、野球観戦、相
撲観戦、観劇、コンサート、国内旅行など様々なイベント
を企画し実施しています。

地方で行われる講習会
ソウェルクラブ都道府県事務局が福利厚生センターか
ら受託して講習会を開催しています。

社会福祉事業経営者と福利厚生センターとの契約により、
指定する当該団体の社会福祉事業等に従事する役職員が
会員として登録され、福利厚生事業・サービスを利用すること
ができます。共済会の掛金とは別の掛金納付が必要です。

ソウェルクラブ（福利厚生センター） ソウェルクラブ都道府県事務局
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▶ 生活習慣病予防健診費用助成
▶ 健康生活用品給付
▶ こころとからだの電話健康相談
▶ スポーツクラブ

指定旅行
代　理　店

指定施設 健康管理
▶ 会員死亡弔慰金
▶ 入院・手術見舞金
▶ 高度障害・後遺障害見舞金
▶ 配偶者死亡弔慰金
▶ 災害見舞金

万一の際
▶ メンタルヘルス講習会
▶ 接遇講習会
▶ ハラスメント防止講習会
▶ パソコン講習会
▶ 社会福祉法人新会計基準講習会
▶ 海外研修

資質向上慶事お祝い
▶ 結婚お祝品贈呈
▶ 出産お祝品贈呈
▶ 入学お祝品贈呈
▶ 永年勤続記念品贈呈
▶ 資格取得記念品贈呈

▶ クラブ・サークル活動助成
▶ 指定保養所
▶ 会員制リゾート施設
▶ 全国提携宿泊施設
▶ 国内・海外旅行
▶ レンタカー
▶ テーマパーク
▶ 提携レジャー施設
▶ スクール

余暇活用

▶ ホームページ
▶ ハンドブック
▶ 情報誌
▶ ソウェルクラブＦＡＸニュース
▶ 提携企業からの情報

情報の提供

▶ 会員交流事業
▶ 地域開発メニュー

地域メニュー
生活サポート

▶ 特別資金ローン
▶ 特別提携住宅ローン
▶ ソウェル保険
▶ 住まいのサービス
▶ カーライフ
▶ 結婚式場・結婚サービス
▶ 葬祭サービス
▶ ショッピング

社会福祉事業等

ソウェルクラブ“クラブオフ”
さらに充実したサービスを利用できます

福利厚生センター事業

経 営 者 役 職 員
掛金納付 契　　約

会員証の発行 情報の提供

利　　用

上記以外の内容もホームページにて掲載しています。

●株式会社 JTB 名古屋エリア
　名古屋グループ旅行センター
●名鉄観光サービス株式会社
●鯱バス株式会社
●豊鉄観光バス株式会社
●名阪近鉄旅行株式会社
●愛知バス株式会社
　ABC 旅行センター
●株式会社日本旅行
●名鉄観光バス株式会社
●株式会社ツーリストアイチ
●株式会社ツーリスト中部
●東武トップツアーズ株式会社
●株式会社アトコ
※県内にある事務所に限る

●長島観光開発株式会社 
　 長島スパーランド、
　 ジャンボ海水プール、湯あみの島
●株式会社ラグーナテンボス
　（ラグナシア）

（ ）


